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３．給食費の減免制度があります

４．保育料および給食費の支払方法

 。すまいてれかわに費食副と費食主は費食給、し生発が費食給るめ定が園らかスラク児歳3
※給食費は施設によって金額が異なります。くわしくはP.41～P.54施設情報一覧でご確認ください。
　以下に該当する世帯は、給食費が減免できる場合があります。

私立認可保育園の保育料および公立こども園の保育料・給食費は那覇市が徴収します。毎月 20
日納付期限です。口座振替または納付書でお支払いすることができますが、口座振替でのお支払
いをおすすめします。
施設徴収については、各施設へお問い合わせください。

①減免対象者（ａまたはｂに該当）

②減免額
・ 主食費　600円免除（市内に在住しており、市内の施設に在籍している児童）
・ 副食費　全額免除

①減免対象者（ａまたはｂに該当）
ａ 保護者の市民税所得割額77,101円未満の世帯の子ども
ｂ 小学校3年生以下の保育施設等を利用しているきょうだいのみカウントして第3子以降の子ども
 （保育施設等はP.36【多子区分表】※２参照）

②減免額
・主食費　500円免除（市内に在住しており、市内の施設に在籍している児童）
・副食費　全額免除

（1）2号認定児童

（2）1号認定児童

特別な手続きは不要ですが、他市町村に在住していた方など世帯の課税額が確認できない場合、
市町村民税課税証明書を求める場合があります。

（3）手続きについて

私立保育園 小規模、事業所内 私立、公私連携こども園 公立、公立みらいこども園 私立幼稚園

保育料 市徴収 施設徴収 施設徴収 市徴収 施設徴収
給食費 施設徴収 － 施設徴収 市徴収 施設徴収

ａ 保護者の市民税所得割額57,700円未満の世帯の子ども
 （ひとり親世帯等は市民税所得割額77,101円未満の世帯の子ども）
ｂ 未就学の保育施設等を利用しているきょうだいのみカウントして第3子以降の子ども
 （未就学の保育施設等はP.36【多子区分表】※2参照）

市徴収の園で、口座振替手続きをしたのに納付書が届いた場合は、口座登録が完了していません。
登録完了後に口座振替開始通知でお知らせしますので、振替開始月までは納付書での納付をお願い
します。市徴収の場合、金融機関、コンビニエンスストアに加え、PayPay、PayB、ｄ払い、auPayでの
支払が可能です。

階 層 区 分
階層区分の詳細

月額保育料

那覇市 国基準
標準時間保育 短時間保育

第１子 第２子 第３子 
以　降 第１子 第２子 第３子 

以　降

Ａ 第１ 
階層 生活保護世帯等  0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0

 6,200 0 0 6,200 0 0

 13,200 6,600 0 12,900 6,450 0

 7,400 0 0 7,400 0 0

 15,600 7,800 0 15,300 7,650 0

 9,000 0 0 9,000 0 0

 19,100 9,550 0 18,700 9,350 0

 9,000 0 0 9,000 0 0

 22,900 11,450 0 22,500 11,250 0

 22,900 11,450 0 22,500 11,250 0

 9,000 0 0 9,000 0 0

 26,400 13,200 0 25,900 12,950 0

 26,400 13,200 0 25,900 12,950 0

 29,400 14,700 0 28,900 14,450 0

 34,300 17,150 0 33,700 16,850 0

 38,200 19,100 0 37,500 18,750 0

 39,600 19,800 0 38,900 19,450 0

 40,800 20,400 0 40,100 20,050 0

 53,000 26,500 0 52,000 26,000 0

Ｂ１
第２ 
階層

市町村民税が 
非 課 税

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｂ２ Ｂ１以外の世帯

Ｃ１Ａ

第３ 
階層

市町村民税の 
均 等 割 の
み 課 税

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｃ１Ｂ Ｃ１Ａ以外の世帯

Ｃ２Ａ
所 得 割 額 が 
48,600円未満

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｃ２Ｂ Ｃ２Ａ以外の世帯

Ｄ１A

第４ 
階層

所 得 割 額 が 
48,600円以上 
56,300円未満

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｄ１B Ｄ１Ａ以外の世帯

Ｄ２A
所 得 割 額 が 
56,300円以上 
65,500円未満

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｄ２B
Ｄ２Ａ 
以外の 
世　帯

57,700円未満

57,700円以上

Ｄ３A 所 得 割 額 が 
65,500円以上 
77,101円未満

ひとり親世帯、 
在宅障がい者のいる世帯

Ｄ３B Ｄ３Ａ以外の世帯

Ｄ３C 所得割額が 
77,101 円以上 84,900 円未満

Ｄ４ 所得割額が 
84,900 円以上 97,000 円未満

Ｄ５
第５ 
階層

所得割額が 
97,000 円以上 119,800 円未満

Ｄ６ 所得割額が 
119,800 円以上 169,000 円未満

Ｄ７ 第６ 
階層

所得割額が 
169,000 円以上 301,000 円未満

Ｄ８ 第７ 
階層

所得割額が 
301,000 円以上 397,000 円未満

Ｄ９ 第８ 
階層

所得割額が 
397,000 円以上

）スラク歳2～0（ 園もどこ定認　・　園育保　表定算料育保別層階

ふたり親世帯
ひとり親世帯、在宅障がい者のいる世帯

・ラインより上（税額が低い）の世帯は、年齢に関わらずきょうだいを数えます。
・ラインより下（税額が高い）の世帯は、対象施設に在園している未就学のきょう
   だいのみを数えます。｛

・保育料算定に用いる市町村民税額には、配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除、寄附金
税額控除等の税額控除は適用されません。
・保育料の基準となる きょうだいの人数は、次のとおり数えます。


